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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

保健福祉部 高齢介護課 

許認可等の内容 居宅介護福祉用具購入費の支給 

根拠法令等及び条項 介護保険法第４４条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間  

審

査

基

準 

根拠条項 介護保険法施行規則第７０条、第７２条、第７３条 

参考事項  

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

１ 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業

者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用

具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支

給する。  

２ 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と

認める場合に限り、支給するものとする。  

３ 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の

１００分の９０に相当する額とする。  

４ 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した

特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用

具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した

額の１００分の９０に相当する額を超えることができない。  

５ 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で

定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が

定める額とする。  

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第４項の居宅介

護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村におけ

る居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。  

７ 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第４項に規定する総額が同項に規定

する１００分の９０に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費

の額は、第３項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 

 

  


